
健 感 発 022 1 第 １ 号  

平成 31 年２月 21 日  

 

都 道 府 県 

 各 保健所設置市 衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

 

厚生労働省健康局結核感染症課長  

                       （公 印 省 略） 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 

の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について 

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を

改正する省令（平成31年厚生労働省令第13号）が本年２月14日に別紙１のとお

り公布されたところであり、その概要等は下記のとおりである。 

また、同令の施行に伴い、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」（平成11年

３月19日付け健医発第458号厚生省保健医療局長通知）の別添「感染症発生動向

調査事業実施要綱」（以下「要綱」という。）の一部を別紙２のとおり、｢感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14 

条第２項に基づく届出の基準等について｣（平成18年３月８日健感発第0308001

号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）の別紙「医師及び指定届出機関の管

理者が都道府県知事に届け出る基準」（以下「基準」という。）の一部を別紙

３のとおり改正し、本年４月１日から適用することとした。 

貴職におかれては、これらの内容を御了知の上、関係機関等への周知を図る

とともに、その実施に遺漏なきを期されたい。 

 なお、本通知においては、同令による改正後の感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律施行規則（平成10年厚生労働省令第99号）を「施

行規則」と略称する。 

 

記 

１ 改正の趣旨 

（１） 感染症の発生の状況及び動向を把握するため、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 14 条

第１項の規定による都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所（以下

「指定届出機関」という。）の管理者は、指定届出機関の医師が同条第２

項の規定により厚生労働省令で定める疑似症の患者を診断したときは、

当該患者の年齢、性別等の事項を管轄の都道府県知事に届け出なければ

ならないとされている。当該疑似症の範囲及び指定届出機関の指定の基

準については、施行規則第６条第２項において定められている。 

 

（２） 今般、厚生科学審議会感染症部会における議論を踏まえ、より効果的



に感染症の発生動向を把握するため、施行規則等を改正し、疑似症の定

義及び指定届出機関の指定の基準を変更するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１） 疑似症の範囲を「発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症

状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められて

いる医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であ

り、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したも

の」に改正する。 

（２） 指定届出機関の指定の基準を「集中治療その他これに準ずるものを提

供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関と

して適当と認めるもの」に改正する。 

（３） 要綱第５「事業の実施」の４（２）定点の選定における具体的な疑似

症定点の届出医療機関は、以下、アからウの優先順位で、別に定める基

準を踏まえて選定すること。 

ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料（１～４）、小児特定集中治療

室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料（１～２）の届出をして

いる医療機関 

イ 法に基づく感染症指定医療機関 

・法に基づく特定感染症指定医療機関 

・法に基づく第一種感染症指定医療機関 

・法に基づく第二種感染症指定医療機関 

ウ マスギャザリング（一定期間に限られた地域において同一目的で集合

した多人数の集団）において、疑似症定点として選定することが疑似症

発生状況の把握に有用な医療機関（例：大規模なスポーツ競技大会等に

おいて、観客や大会運営関係者等が受診する可能性のある医療機関） 

 

３ 施行期日 

  平成 31 年４月１日 

 

（参考） 

 基準については以下 URL を参照のこと。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html#list01 

 



別紙１







  

｢感染症発生動向調査事業実施要綱｣新旧対照表 

新 旧 

感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

第１ （略） 

 

第２ 対象感染症 

 本事業の対象とする感染症は次のとおりとする。 

 

１ （略） 

 

２ 定点把握の対象 

五類感染症（定点） （略） 

法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

 （114）発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状そ

の他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められ

ている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが

必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができない

と判断したもの。 

 

３ （略） 

 

感染症発生動向調査事業実施要綱 

 

第１ （略） 

 

第２ 対象感染症 

 本事業の対象とする感染症は次のとおりとする。 

 

１ （略） 

 

２ 定点把握の対象  

五類感染症（定点） （略） 

法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

（114）摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状（明らかな外傷又

は器質的疾患に起因するものを除く。）若しくは（115）発熱及び

発しん又は水疱（ただし、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、

四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場

合を除く。） 

 

３ （略） 

 

別紙２ 



  

新 旧 

第３・第４ （略） 

 

第５ 事業の実施 

 

１～３ （略）  

 

４ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

（１）対象とする疑似症の状態 

   疑似症について、別に定める届出基準を参考とし、当該疑似症

の患者と診断される場合とする。 

（２）定点の選定 

疑似症の発生状況を把握するため、都道府県は、関係医師会

等の協力を得て、医療機関の中から疑似症定点を選定する。 

定点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案

しつつ、できるだけ当該都道府県全体の疑似症の発生状況を把

握できるよう考慮すること。 

具体的な疑似症定点の届出医療機関は、以下の医療機関のう

ちから、アからウの順に優先順位をつけ、別に定める基準を踏

まえて選定すること。 

ア 診療報酬に基づく特定集中治療室管理料（１〜４）、小児特

定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料

第３・第４ （略） 

 

第５ 事業の実施 

 

１～３ （略） 

 

４ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

（１）対象とする疑似症の状態 

   各々の疑似症について、別に定める報告基準を参考とし、当該

疑似症の患者と診断される場合とする。 

（２）定点の選定 

ア 疑似症定点 

疑似症の発生状況を地域的に把握するため、都道府県は次

の点に留意し、関係医師会等の協力を得て、医療機関の中か

ら可能な限り無作為に疑似症定点を選定する。また、定点の

選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、

できるだけ当該都道府県全体の疑似症の発生状況を把握でき

るよう考慮すること。 

対象疑似症のうち、第２の（114）に掲げるものについては、

小児科を標榜する医療機関（主として小児科医療を提供して

いるもの）又は内科を標榜する医療機関（主として内科医療



  

新 旧 

（１～２）の届出をしている医療機関 

イ 法に基づく感染症指定医療機関 

・法に基づく特定感染症指定医療機関 

・法に基づく第一種感染症指定医療機関 

・法に基づく第二種感染症指定医療機関 

ウ マスギャザリング（一定期間に限られた地域において同

一目的で集合した多人数の集団）において、疑似症定点と

して選定することが疑似症発生状況の把握に有用な医療機

関（例：大規模なスポーツ競技大会等において、観客や大会

運営関係者等が受診する可能性のある医療機関） 

 

なお、都道府県は、疑似症定点と疑似症定点以外の医療機関

との連携体制をあらかじめ構築するよう取組むこととし、疑似

症定点以外の医療機関においても別に定める届出基準に該当す

ると判断される患者については、疑似症定点や管内の保健所等

に相談できるよう予め疑似症定点に指定されている医療機関名

や相談先を示すなどの配慮を行い、疑似症の迅速かつ適切な把

握に努めること。 

 

 

 

を提供しているもの）を第一号疑似症定点として指定するこ

と。 

また、第２の（115）に掲げるものについては、小児科を標

榜する医療機関（主として小児科医療を提供しているもの）、

内科を標榜する医療機関（主として内科医療を提供している

もの）又は皮膚科を標榜する医療機関（主として皮膚科医療

を提供しているもの）を第二号疑似症定点として指定するこ

と。 

なお、各疑似症定点の数は下記の計算式を参考として算定

するとともに、内科を標榜する医療機関については、第５の

３（２）ア⑤に掲げる基幹定点の要件を満たす病院を２次医

療圏域毎に１カ所以上含むよう考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

新 旧 

 

表 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）実施方法 

ア 疑似症定点 

① 疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報

提供を図る趣旨から、診療時における別に定める届出基準

により、直ちに疑似症発生状況の把握を行うものとする。 

② （２）により選定された定点把握の対象の指定届出機関

においては、別に定める基準に従い、直ちに疑似症発生状

況等を記載する。なお、当該疑似症の届出については、原

則として汎用サーベイランスシステムへの入力により実施

することとする。 

③ （略） 

 

 
（３）実施方法 

ア 疑似症定点 

① 疑似症定点として選定された医療機関は、速やかな情報

提供を図る趣旨から、診療時における別に定める報告基準

により、直ちに疑似症発生状況の把握を行うものとする。 

② （２）のアにより選定された定点把握の対象の指定届出

機関においては、別に定める基準に従い、直ちに疑似症発

生状況等を記載する。なお、当該疑似症の届出については、

原則として症候群サーベイランスシステムへの入力により

実施することとする。 

③ （略） 

保健所管内人口 定点数 

～３万人 ３ 

３万人～７．５万人 ４ 

７．５万人～１２．５万

人 
７ 

１２．５万人～ 
７＋６×（人口－１２．５万人）

／１０万人 



  

新 旧 

 

イ 保健所 

① 保健所は、疑似症定点において汎用サーベイランスシス

テムへの入力を実施することができない場合は、当該疑似

症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、汎用サーベイ

ランスシステムに入力するものとし、また、対象疑似症に

ついての集団発生その他特記すべき情報について都道府県

等の本庁及び地方感染症情報センターへ報告する。 

② （略） 

 

ウ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の疑似

症情報について、保健所からの情報の入力済み報告があり

次第、登録情報の確認を行う。 

②・③ （略） 

 

エ・オ （略） 

 

５・６ （略） 

 

第６ （略） 

 

イ 保健所 

① 保健所は、疑似症定点における症候群サーベイランスシ

ステムへの入力を実施することができない場合は、当該疑

似症定点から得られた疑似症情報を、直ちに、症候群サー

ベイランスシステムに入力するものとし、また、対象疑似

症についての集団発生その他特記すべき情報について都道

府県等の本庁及び地方感染症情報センターへ報告する。 

② （略） 

 

ウ 地方感染症情報センター及び基幹地方感染症情報センター 

① 地方感染症情報センターは、当該都道府県等域内の疑似

症情報について、保健所からの情報の入力があり次第、登

録情報の確認を行う。 

②・③ （略） 

 

エ・オ （略） 

 

５・６ （略） 

 

第６ （略） 



  

新 旧 

 

第７ 実施時期 

 この実施要綱は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、病原体

情報及び病原体定点に関する項目については、各都道府県等において実

施可能となり次第、実施することとして差し支えない。 

この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（中略） 

この実施要綱の一部改正は、平成３０年５月１日から施行する。 

この実施要綱の一部改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

別記様式 （略） 

 

 

第７ 実施時期 

 この実施要綱は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、病原体

情報及び病原体定点に関する項目については、各都道府県等において実

施可能となり次第、実施することとして差し支えない。 

この実施要綱の改正は、平成１４年１１月１日から施行する。 

（中略） 

この実施要綱の一部改正は、平成３０年５月１日から施行する。 

  

 

別記様式 （略） 

 

 



 

｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について｣新旧対照表 

新 旧 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～６ （略） 

 

第７ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

 

（削除） 

 

 

（１）定義 

   発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染

症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学

的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、

かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したも

の。 

 

（２）届出基準 

   指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、１の定義

を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、

四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場

合及び感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合

を除き、法第１４条第２項の規定による届出を直ちにしなければな

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～６ （略） 

 

第７ 法第１４条第１項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 

 

１ 摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状（明らかな外傷又は器質的

疾患に起因するものを除く。） 

 

（１）定義 

    ①摂氏３８度以上の発熱及び②呼吸器症状の両者を呈し、か

つ、それらの症状が明らかな外傷又は器質的疾患に起因するもの

ではない状態を指す。 

 

 

 

（２）届出基準 

    指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、（１）

の定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三

類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが

明らかな場合及びいわゆる普通感冒など感染症法の対象外の感

染性疾患であることが明らかな場合を除き、法第１４条第２項の

別紙３ 



 

新 旧 

らない。 

 

（３）注意事項 

   本届出は、原因不明の重症の感染症の発生動向を把握することを

目的としており、当該患者の症状、渡航歴その他の情報を総合的に

勘案して、届出を行うものである。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定による届出を直ちにしなければならない。 

 

（３）注意事項 

    本届出は、例えば新型インフルエンザ等の感染症の発生を想定

して、原因不明の重症の感染性呼吸器疾患の発生動向を把握する

ことを目的としており、当該患者の初期症状、主症状その他の状

態を総合的に勘案して、届出を行うものである。 

    このため、（１）の②の「呼吸器症状」とは、入院を要する程

度に重症であり、呼吸困難の状態等を指すものとする。 

 

２ 発熱及び発しん又は水疱 

 

（１）定義 

①発熱及び②発しん又は水疱の両者を呈する状態を指す。 

（２）届出基準 

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、（１）

の定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三

類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であること

が明らかな場合及び発熱及び発しんを呈するが感染症法の対象

外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、法第１４条

第２項の規定による届出を直ちにしなければならない。 

（３）注意事項 

本届出は、原因不明の感染性皮膚疾患等の発生動向を把握す

るために行うものであることから、当該患者の初期症状、主症状



 

新 旧 

 

 

（４） 全般的注意事項 

  （１）において、当該症状が 

ア 感染症法に規定する感染症によるものでないことが明らかで

ある場合には、本届出の対象とはならない。 

イ 感染症法に規定する感染症によるものであることが明らかで

あり、かつ、いずれの感染症であるかが特定可能な場合には、当

該感染症の届出基準に基づき届出を行うこととなるため、本届出

の対象とはならない。 

 

 

別記様式１～５ （略） 

 

別記様式６－１～６－６ （略） 

 

その他の状態を総合的に勘案して、届出を行うものである。 

 

３ 全般的注意事項 

 

１及び２において、当該症状が 

ア 感染症法に規定する感染症によるものでないことが明らかで

ある場合には、本届出の対象とはならない。 

イ 感染症法に規定する感染症によるものであることが明らかで

あり、かつ、いずれの感染症であるかが特定可能な場合には、当

該感染症の届出基準に基づき届出を行うこととなるため、本届

出の対象とはならない。 

 

別記様式１～５  （略） 

 

別記様式６－１～６－６ （略） 

 



 

 

 


